
船舶事故調査報告書 

令和２年５月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年６月１日 ０１時１５分ごろ 

発生場所 インドネシア共和国バリ島北東方沖 

 （概位 南緯０８°０７.０′ 東経１１６°００.０′） 

事故の概要  貨物船BINTANG
ビ ン タ ン

 SEJAHTERA
セ ジ ャ ト ウ ラ イ

 1 は、航行中、また、漁船第三十八昭
しょう

福
ふく

丸は、航行中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和元年７月３０日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 BINTANG SEJAHTERA 1（インドネシア共和国籍）、１,０

７６トン 

８６２７９０７（ＩＭＯ番号）、SU TJEK KWEE-SURABAJA, 

INDONESIA 

Ｂ 漁船 第三十八昭福丸、４１８トン 

   １３２２２３、株式会社臼福本店 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、三級（航海） 

甲板長Ｂ、海技免状なし 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部に凹損 

Ｂ 右舷中央部外板に凹損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ  

 事故の経過  Ａ船は、インドネシア共和国スラバヤから同国ワインガプに向けて

東進中、Ｂ船と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板長Ｂほか６人が乗り組み、船橋当直中の甲

板長Ｂが、自動操舵で南南西進中、右舷船首方から接近するＡ船を認

め、Ｂ船の方がＡ船より速力が速く、Ａ船の船首方を通過すると思

い、左舷船首方の他船に注意を向けていたところ、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、東進中、Ｂ船と衝突したものと推定されるが、船長Ａから

情報が得られなかったため、衝突に至った状況を明らかにすることは

できなかった。 

Ｂ船は、南南西進中、甲板長Ｂが、右舷船首方から接近するＡ船を

認め、Ｂ船の方がＡ船より速力が速く、Ａ船の船首方を通過すると思

い、左舷船首方の他船に注意を向けていたことから、Ａ船と衝突した

ものと推定される。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が東進中、Ｂ船が南南西進中、両船が衝突し



たものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・一方向の他船の動静にとらわれず、レーダー等を使用するなどし

て周辺の見張りを適切に行うこと。 

 


